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福島県磐梯観光エリアの『イメージキャラクター』募集要頄 

 裏磐梯ペンションヴィレッジでは、磐梯山を中心とした磐梯観光エリアのイメージキャラクタ

ーを募集します。  

１． 目的 

福島県磐梯観光エリアは、自然と歴史に恵まれた魅力溢れる地域です。裏磐梯ペンショ

ンヴィレッジでは、同地域を連想させるイメージキャラクターを募集します。 

キャラクターデザインは、「福島県磐梯観光エリアイメージキャラクター選考委員会」で選

考の上、着ぐるみや各種キャラクターグッズを企画制作し、磐梯観光エリア内外で開催さ

れるイベント等において、広く同エリアをＰＲする予定です。 

 

２． 募集内容 

磐梯観光エリアイメージキャラクターのデザイン 

 ＊デザインは、着ぐるみとして製作できる形状にして下さい。 

 

３． キャラクターのコンセプト 

磐梯山を囲む北塩原村、猪苗代町、磐梯町の観光エリアを総合的にイメージできるデザ

インとします。それぞれの観光資源等は、各町村及び裏磐梯観光協会、猪苗代観光協

会等のホームページをご参照下さい。 

 

４． 募集期間 

平成２１年１２月１日から平成２２年２月２６日（必着） 

※郵送の場合は当日消印有効 

 

５． 応募資格 

年齢、性別、個人、団体、職業、プロ・アマ等一切問いません。 

 

６． 応募方法 

専用応募用紙又は A４判用紙又は電子データ原稿に以下の事頄を記載の上、郵便又は

電子メールでご応募下さい。 

①キャラクター図案（カラー） 

②キャラクターコンセプト（作品の説明・概要） 

③キャラクターの名前（愛称） 

④氏名、住所、電話番号、FAX番号、メールアドレス、職業又は学校名（学年） 

 

※電子メールによる応募の場合は、メール本文に上記②～④を記載し、①を jpg形式又

は PDF形式で容量２MB以内 ページ設定 A4判で添付して下さい。 
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７． 応募規定 

①応募者が著作権を有するオリジナルキャラクターであって、他のコンテスト等に入賞し

たことのないものに限ります。他のコンテストと同時に重複して応募する行為も禁止致し

ます。 

②応募点数に制限はありませんが、応募１件につき１作品とします。 

③応募に当たり要する経費は、応募者の負担とします。 

④採用作品の著作権、二次使用権、商品化権、放送権等の一切の権利は裏磐梯ペンシ

ョンヴィレッジに帰属します。 

⑤採用作品の使用の際には、応募者に断り無く補作・修正させて頂く場合があります。 

⑥採用作品には、応募者に断り無く別の名前（愛称）を付して使用する場合もあります。 

⑦応募作品は、採用不採用を問わず返却致しません。 

⑧応募に伴う個人情報は、本募集に関する目的以外に使用しません。 

⑨公序良俗その他法令の定めに反するもの、誹謗中傷を含むもの、第三者の権利を侵

害しているものは審査の対象外となります。 

⑩採用決定後であっても、これらの規定に違反していたことが判明した場合、採用及び

入賞は無効となります。 

 

８． 審査・発表 

①事前審査：事務局における審査 

②最終審査：「福島県磐梯観光エリアイメージキャラクター選考委員会」における審査 

③審査結果の発表：平成２２年４月頃に裏磐梯ペンションヴィレッジホームページに掲載

致します。また、入賞者本人には、直接ご連絡致します。なお、入賞者以外には連絡致し

ませんのでご了承下さい。 

④入賞された場合、氏名、住所（県市町村名）、職業（学校名）を公表させて頂きます。 

 

９． 賞金 

①最優秀賞 １点 賞金 １０万円 

            副賞 裏磐梯ペンションヴィレッジ加盟施設ペア無料宿泊券 

②優秀賞  ２点 賞金  ３万円 

            副賞 裏磐梯特産品詰め合わせ 

 ※最優秀賞の作品をイメージキャラクターとして採用します。 

 ※入賞者が学生（専門学校生・大学生を除く）の場合、 

   賞金は相当額の図書カードとします。 

応募連絡先 

 「福島県磐梯観光エリアイメージキャラクター募集」事務局 

  メールアドレス imechara@upv.jp 

  〒969-2701 福島県耶麻郡北塩原村剣ヶ峯 1093 

   裏磐梯ペンションヴィレッジ内 担当 徳田 
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